
資料１ 

 
大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏まえた  

特定機能病院の承認要件の見直しについて（案） 
 

 
平 成 2 8 年 ○ 月 ○ 日 
特定機能病院及び地域医療支援病院 
の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 

 
○ 厚生労働省は、大学附属病院等において、医療安全に関する重大な事案が相次いで発生していること

を踏まえ、厚生労働省内に「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」を平成２７年

４月に設置し、特定機能病院に対する集中検査を同年６月から９月にかけて実施し、集中検査の結果

及びそれを踏まえた医療安全確保のための改善策を中心に、同年１１月５日に「特定機能病院に対す

る集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応について」として報告をとりまとめた。 
 

○ 本検討会においては、上記報告を踏まえ、高度かつ先端的な医療を提供する使命を有する特定機能病

院において、そうした医療を安全に提供するためのより一層高度な医療安全管理体制の確保がなされ

るよう、承認要件の見直し等について検討を行った。 
 

○ 具体的には、内部統制や外部監査などの医療安全管理体制、インフォームド・コンセント及び診療録

等の管理体制等、高難度新規医療技術の導入プロセス、職員研修の必須項目の追加及び効果測定の実

施等について検討を行い、今般、とりまとめを行った。 
 

○ 検討結果のとりまとめは、別紙のとおりである。 


